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第４章 感染症対策部門 
 

第１節 感染症対策事業 
 

１ 感染症 
 

感染症の発生の予防及びまん延の防止のため、「感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律」(以下、「法」という。)に基づき、感染症発生時に各区保健福祉セ

ンターが実施する防疫対策のとりまとめ、各区保健福祉センター間及び他都市・他機関と

の連絡調整を行っている。   

また、感染症の発生動向に関する情報の収集・分析、各種統計の作成及び疫学調査等に

よる二次感染防止やまん延防止対策を実施している。新興感染症である中東呼吸器症候群

（ＭＥＲＳ）、鳥インフルエンザ等については発生に備えてガイドライン等の策定を行っ

ている。 

さらに、大阪市ホームページや感染症予防啓発ビラなどにより市民への感染症に対する

知識の普及啓発を図っている。 

 

（１）感染症類型 

感染症類型 主な対応 医療体制 医療費負担

一類感染症 原則として入院 第１種感染症指定医療機関 医療保険適用残額は
原則として公費で負担
(ただし入院のみ)二類感染症 状況に応じ入院 第２種感染症指定医療機関

三類感染症 特定業務への就業制限

一般の医療機関
医療保険適用
(自己負担あり)

四類感染症 動物・物件に係る措置

五類感染症 発生動向の把握・情報提供

新型インフル
エンザ等感染症

原則として、一～三類感染症に準じた対応を行い、
必要に応じて外出自粛の協力要請等

指定感染症
新型インフルエンザ等感染症及び一～三類感染症以外で緊急の対応の必要が生じた感染症についても「指定感
染症」として、政令で指定し、１年以内の期間（更に１年に限り延長可）で一～三類感染症に準じた対応を行
う

新感染症 原則として入院 特定感染症指定医療機関
全額公費
(医療保険適用なし)

 
 

（２） 感染症発生届出状況 

法第１２条に基づき一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の

患者又は無症状病原体保持者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエ

ンザ等感染症の患者（厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保持者を含

む）及び新感染症にかかっていると疑われる者を診断した医師は、最寄りの保健福祉

センターに届け出ることとなっている。 

なお、一類感染症・二類感染症(結核は除く)、新感染症の届出はなかった。 

三類感染症の届出状況は次のとおりである。 
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 (令和６年度届出受理件数) 

（３１）

合計 １０４ ０ 1 ２

三類感染症

総数 コレラ
細菌性 腸 パラ 腸管出血性

赤痢 チフス

渡航歴あり

(　)は保菌者再掲 （３２） （０） （1）

(再掲)
９（１） （０） １（１）

チフス 大腸菌感染症

１（０） ５（０）２（０）

（０） （０）

１ １００

 
 

（３）感染症患者医療費等公費負担事業 

入院勧告または入院措置を行った際に、患者等からの申請により、医療に要する費

用を公費負担している。 

 

（４）感染症診査協議会 

７２時間を越える１０日間以内の入院勧告や入院措置、その後さらに必要と認めら

れる場合の 

１０日間以内の入院延長に関する必要な事項を審議する。 

 

（５）感染症情報のホームページを通しての公表 

大阪市ホームページ内で、随時感染症に対する正確な情報を広く市民に公表し、感

染症の未然防止に活用している。 

 

（６）感染症発生動向調査事業 

感染症の発生情報の正確な把握と分析、その結果の提供・公開により、これらの疾

病に対する有効かつ的確な予防・診断・治療に係る対策を図り、多様な感染症の発生

及びまん延を防止するとともに、病原体情報を収集、分析することで、流行している

病原体の検出状況及び特性を確認し、適切な感染症対策を立案する。 

 

（７）各種感染症等対策 

各種感染症に対応するため、関係機関との連携、情報提供、医療提供体制、検査体

制、連絡体制の確立・強化を図り、また感染症に関する調査及び研究体制を一層強化

し、迅速かつ適切な危機管理を推進するとともに、様々な感染症に関する正しい知識

と対応策について普及啓発を行っている。 

さらに、啓発用ビラの配布などにより正確な知識と予防策についての普及啓発を行

っている。 

 

（８）肝炎ウイルス検査 

２０歳以上の市民であり、かつ過去に肝炎ウイルス検査（大阪市が実施する検査に

限らない）を受けたことがない方を対象に、平成３０年４月から市内取扱医療機関で

Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査を無料で実施している。 

 

（９）風しん対策 

 ア 風しん抗体検査事業 

「妊娠を希望する女性」「妊娠を希望する女性の配偶者」「妊婦の配偶者」

のいずれかに該当する方を対象に、平成３１年度から市内取扱医療機関で風し
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ん抗体検査を無料で実施している。なお、令和６年４月より「妊娠を希望する

女性の同居者」「妊婦の同居者」を対象に追加している。 

 イ 風しんワクチン接種費用助成事業 

風しん抗体価が低い「妊娠を希望する女性」「妊娠を希望する女性の配偶

者」「妊婦の配偶者」のいずれかに該当する者を対象に、先天性風しん症候群

を予防するための対策として、平成２６年度から風しんワクチン接種費用の助

成を行っている。なお、令和６年４月より「妊娠を希望する女性の同居者」

「妊婦の同居者」を対象者に追加している。 

 

 ウ 第５期風しん定期接種 

風しんの発生状況等を踏まえ、これまで予防接種法に基づく定期接種を受け

る機会がなく、抗体保有率が他の世代に比べて低い昭和３７年４月２日～昭和

５４年４月１日生まれの男性について、風しんの感染拡大防止のため、令和７

年３月末まで抗体検査及び予防接種を行ったが、ＭＲワクチンの供給が不安定

となっていた状況により、令和６年度内に接種できない者がいると見込まれた

ため、令和７年３月末までに接種ができなかった者（令和７年３月末までに抗

体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であった上記対象年代の者に限

る）について、接種期間を令和９年３月末まで延長している。 

 

（１０）新興・再興感染症対策 

令和４年１２月に改正された法により、平時から新興感染症への備えを進めるとと

もに、有事には感染フェーズに応じて機動的に対応できるよう、国が策定する「感染

症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針」及び都道府県が策定する感染症

の予防のための施策の実施に関する計画（以下「予防計画」という。）の記載事項を

充実させるほか、保健所設置市においても予防計画の策定が義務付けられ、令和６年

３月に「大阪市感染症予防計画」を策定した。 

本計画に基づき、大阪府、他の市町村、医療機関、医療関係団体、高齢者施設等と

のネットワークが有効に機能するよう連携に努め、行政、施設、市民等が感染症への

対応力向上につながる取組みを進めるとともに、検査体制、人材の養成及び資質の向

上、保健所の体制整備について数値目標を設定し、感染症危機等への対応可能な保健

所体制等を構築することで、感染症の発生の予防及びまん延の防止に取り組んでい

る。 

 

２ 予防接種 
 

大阪市では、予防接種法に基づき、市民を対象に接種率の向上による免疫効果の確保を

図るとともに疾病の発生・まん延を予防するため、各種予防接種を実施している。 

また、造血細胞移植により移植前の予防接種の効果が期待できない方に対する任意予防

接種（再接種）の費用助成を行っている。 

 

（１）予防接種制度 

予防接種法は、感染の恐れがある疾病の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向

上・増進に寄与することを目的として昭和２３年に施行された。 
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その後、感染症の発生状況や予防接種に対する国民の意識の変化等をふまえ、予防

接種の対象疾病、実施方法を改めるとともに、予防接種による健康被害についての救

済措置の充実をはかることを内容とした改正が、平成６年１０月に行われた。 

改正予防接種法の基本的な考え方は、社会防衛を図るという従来の目的に加えて、

疾病予防に極めて有効な予防接種を行うことにより、個人の健康増進を図るという、

個人防衛を重視したものとなっており、それまでの義務接種から予防接種を理解した

上で接種を受ける勧奨接種へと変更された。 

なお、予防接種による副反応防止等の観点から、従来行われてきた集団接種から、

かかりつけ医のもとで行う個別接種への変更が求められた。 

大阪市では、平成７年４月から、予防接種法に定める定期の予防接種に規定されて

いる疾病のうちポリオとＢＣＧを除く疾病(ジフテリア・百日せき・破傷風・麻し

ん・風しん・日本脳炎)の予防接種を市内委託医療機関において実施している。 

平成１３年１１月の予防接種法一部改正により、高齢者に対するインフルエンザ予

防接種についても、市内委託医療機関及び委託介護老人保健施設、福祉施設(入所者

のみ)において実施している。 

マウス脳由来の日本脳炎ワクチン接種後に重篤な副反応が発生したことから、平成

１７年５月に日本脳炎ワクチン接種の積極的な接種勧奨を差し控えるよう勧告があ

り、大阪市においても小学校での予診票等の配付等の勧奨を差し控えた。 

平成１８年４月の予防接種法一部改正により、麻しん、風しん単抗原ワクチンの予

防接種にかわってＭＲワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)が定期の予防接種となっ

た。(６月には麻しん風しん単抗原ワクチンも接種可能となった)             

また、接種対象年齢についても１期（生後１２月～２４月）と２期（小学校就学前

1 年間）に変更された。大阪市では、この改正により旧制度の対象者で平成１８年４

月以降接種対象から外れる者に対して、平成１８年度中は接種できるよう経過措置を

実施した。 

平成２０年度から５年間の時限措置として３期(中学１年生に相当する年齢の者)、

４期(高校３年生に相当する年齢の者)が追加された。大阪市においては、平成２０年

度は４期対象者に、平成２１～２３年度は２期、３期、４期対象者に対して個別に予

診票及びお知らせビラを送付した。 

平成２１年６月から「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」が定期の日本脳炎第１期予

防接種に位置づけられ、平成２２年度から日本脳炎予防接種の積極的な勧奨を再開し

た。 

平成２２年８月の予防接種実施規則改正により、日本脳炎第２期対象者への接種勧

奨を差し控えていたことに対する特例措置として、第１期の未接種分についても定期

の予防接種として接種できるようになった。 

平成２３年５月２０日の予防接種法施行令等改正により、平成７年６月１日から平

成１９年４月１日までに生まれた者のうち２０歳未満の者について、日本脳炎の定期

予防接種の対象者とすることが定められた。 

平成２４年９月から不活化ポリオ、平成２４年１１月から４種混合（ジフテリア・

百日せき・破傷風・不活化ポリオ）ワクチンが定期の予防接種となり市内委託医療機

関において実施している。 

平成２５年３月３０日付け予防接種法一部改正により、平成２５年４月からヒブワ

クチン・小児用肺炎球菌ワクチン・子宮頸がん予防ワクチンが定期の予防接種として

位置づけられた。なお、これらのワクチンについては、国の緊急経済総合対策として

子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業が平成２２年度補正予算に計上されたことか

ら、大阪市においても平成２３年２月１日から無料接種事業を実施していた。 

平成２６年７月の予防接種法施行令等改正により、平成２６年１０月から水痘ワク

チン・高齢者用肺炎球菌ワクチンが定期の予防接種として位置付けられた。 
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平成２８年６月の予防接種法施行令等改正により、平成２８年１０月からＢ型肝炎

ワクチンが定期の予防接種として位置付けられた。 

令和２年１月の予防接種法施行令等改正により、令和２年１０月からロタウイルス

ワクチンが定期の予防接種として位置付けられた。 

令和２年３月、厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、地域の実

情に応じ、接種のための受診による感染症への罹患リスクが、予防接種を延期するこ

とによるリスクよりも高いと考えられると市町村が判断し、やむを得ず規定の接種期

間を超えて定期接種を行った者については、長期療養により定期接種の機会を逃した

ものに該当するものと取り扱って差し支えないと通知した。 

大阪市においても、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う国の緊急事態宣言によ

り影響を受けた方について、定期予防接種の接種期間を延長することとし、令和２年

４月７日～令和２年８月３１日に接種期限が到来している方について、令和３年３月

３１日まで接種期限を延長した。 

以降、随時延長を行っていたが、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の位置づ

けが「５類感染症」に変更されることに伴い延長措置を終了することとし、接種期限

を令和７年５月 7日までとした（ただし、高齢者肺炎球菌については令和６年５月 7

日まで）。 

令和２年１０月２３日付け「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施

について」の厚生労働省健康局長通知を受け、令和６年３月３１日までの間、新型コ

ロナウイルスワクチン特例臨時接種を実施した。 

令和６年４月の予防接種法政省令の改正により、令和６年４月から５種混合（ジフ

テリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブワクチン）ワクチン及び高齢者に対

する新型コロナウイルス感染症が定期の予防接種として位置付けられた。なお、新型

コロナウイルスワクチンについては、令和６年１０月より定期接種を実施している。 

また、平成２６年１０月より定期接種として実施している高齢者用肺炎球菌ワクチ

ンでは、対象者について、６５歳の者に加え、経過措置として７０歳から５歳ごとの

年齢の者も対象としていたが、令和６年３月３１日で当該措置が終了となり、令和６

年４月以降、６５歳の者のみとなった。 

令和７年４月の予防接種法政省令の改正より、帯状疱疹ワクチンが定期接種として

位置づけられ、対象者については、６５歳の者に加え、経過措置として令和１１年度

までの５年間は、７０歳から５歳ごとの年齢の者等も対象として接種を実施してい

る。 

 

（２）健康被害救済制度 

予防接種の副反応により、まれにではあるが健康被害が発生することから、副反応

防止のために調査研究を進めるとともに、万一健康被害を受けた場合には、予防接種

法に基づく救済措置として、医療費、医療手当、障害年金等の給付を行っている。 

なお、任意接種による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構

法による救済の対象となっている。 

 

（３）造血細胞移植後等の任意予防接種費用助成事業 

造血細胞移植（骨髄移植、末梢血幹細胞移植又は臍帯血移植）または化学療法の医

療行為により、過去に接種した予防接種法に基づく定期予防接種の予防効果が期待で

きないと医師に判断され、医師が必要であると認めたワクチンの任意予防接種（再接

種）を行う者に対し、平成 30年度から接種費用の助成を行っている。 

なお、化学療法の医療行為による再接種費用の助成は令和６年４月から行ってい

る。 
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予防接種の実施件数 

DPT-IPV-Hib

（ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ）

新型コロナウイルス - - 106,535

- 75,560 47,986

ロタリックス 22,120 21,60725,875

ロタテック 19,720 19,34115,884

高齢者用肺炎球菌 21,236 4,22617,405

B型肝炎 53,605 52,21355,192

子宮頸がん予防 25,332 74,09624,578

水痘 34,368 34,03534,540

ヒブ 71,309 21,39973,354

小児用肺炎球菌 71,510 69,70773,514

日本脳炎(経過措置) 355 265689

インフルエンザ 363,152 332,765416,453

日本脳炎(1期) 50,117 50,49657,567

日本脳炎(2期) 14,822 14,39318,254

麻しん - -1

風しん - 52

ＭＲ　(3期)
- --

(麻しん・風しん)

ＭＲ　(4期)
- --

(麻しん・風しん)

ＭＲ　(1期)
17,668 16,69218,185

(麻しん・風しん)

ＭＲ　(2期)
17,235 17,42318,052

(麻しん・風しん)

ＤＴ
11,352 12,16711,771

(ジフテリア・破傷風)

急性灰白髄炎
64 4764

(不活化ポリオ)

ＤＰＴ－ＩＰＶ
75,565 23,85572,918

(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)

令和5年度 令和6年度令和4年度

ＤＰＴ
52 3355

(ジフテリア・百日せき・破傷風)

 
 

 

３ エイズ 
 

我が国におけるＨＩＶ感染者・エイズ患者年次別報告数は平成２０年をピークにそれ以

降減少していたが、近年増加に転じている。本市においても平成２２年をピークに同様の

傾向であったが令和６年より増加に転じている。本市の令和６年新規ＨＩＶ感染者は２０

～３０歳代が約７０％を占めており、依然として若い世代が感染者の年齢層の中心となっ

ている。また、感染経路別に見た場合、同性間の性的接触が全体の約７０％を占めてい

る。 

このような状況をふまえ、令和４年１０月に策定した「第４次大阪市エイズ対策基本指

針（期間：令和４年１０月～令和９年９月）」に基づき、令和６年度については次のよう

な事業を実施した。 
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※「第４次大阪市エイズ対策基本指針」における大目標 

今後５年間でエイズ患者報告数を１５％減少させる。(令和８年目標値：１６人以下 ← 

令和６年：１８人） 

（１）正しい知識の普及啓発 

ア 広域的な普及啓発 

①  本市ホームページ・ＳＮＳ・啓発媒体の充実 

 （ホームページ閲覧数：１１７,８９９回  

Ｘ（旧ツイッター）フォロワー：６０２人） 

 

イ ターゲット層への普及啓発 

① ＭＳＭ対象 

・男性間で性的接触を行う者（ＭＳＭ：Ｍｅｎ ｗｈｏ ｈａｖｅ ｓｅｘ ｗ

ｉｔｈ ｍｅｎの略）向け広報紙 

「南界堂通信」を発行 

配付場所：堂山・難波・新世界の商業施設等 

内  容：ＨＩＶ・性感染症に関する情報、ＨＩＶ検査情報他 

 

② 性風俗産業従事者対象への普及啓発 

・関係団体と連携し、啓発物品の提供や関係団体が運営する情報サイトに掲載す

る記事作成への協力 

・検査等の機会をとらえ、適切なコンドームの使用方法等の予防啓発 

 

③ 薬物使用者対象 

・薬物依存症への支援を行っているＮＧＯ等の団体や関係機関等から情報収集 

・各区更正保護司会の保護司が集まる研修においてＨＩＶについて情報提供 

・区保護司会及び厚生保護女性会に向けて健康教育を行った。 

 

④ 青少年対策 

１）ホームページ・パンフレット・ポスター等の充実 

・啓発冊子「エイズのはなし」の作成、学校等へ配布するほか、ホームページ

においてデジタルブックとして掲載 

・大阪府・府内保健所設置市と共に一般向け啓発冊子「おおさかエイズ情報Ｎ

ＯＷ」の作成 

２）教員、生徒等に対する正しい知識の普及啓発 

・中学生・高校生・専門学校生・大学生・小学生保護者に対する健康教育を実

施（合計 1８回：２，６２４人） 

・市内小・中の教職員に対する研修（オンデマンド形式）を実施（合計４６７

校：８４０人） 

 

⑤ 外国人対象 

・多言語版（英語・中国語・ベトナム語）で検査相談情報のリーフレットを作

成し、ホームページへも掲載 

・国際交流センターの外国人向けメールマガジンで６月及び１２月の世界エイ

ズデーに関する記事を多言語（日本語・英語・中国語・韓国語）でメールおよ

び専用Ｘ（旧ツイッターで発信 

（令和６年の配信件数：５，９５８件） 
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ウ 職域への普及啓発・令和６年度は実施なし 

 

エ その他 

・大阪府・大阪市・堺市・高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市・八尾市・寝屋川

市・吹田市によるエイズ予防週間実行委員会を組織し各種事業を実施 

・「Ｙｏｕｔｕｂｅ」「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」広告にて啓発動画配信、啓発・教育

用資材（動画）の作成、啓発グッズの作成（ポケットティッシュ・付箋・不織布バ

ッグの作製を行い、大阪エイズ啓発フェスティバルやＦＭ８０２「ＦＵＮＫＹ Ｍ

ＡＲＫＥＴ」、セレッソ大阪の試合において、啓発物品を配付した。 

  

（２） ＨＩＶ検査・相談体制の充実 

ア 各区保健福祉センターでの実施(６，７１９件) 

    北区保健福祉センターでは毎週月・水・金曜日実施、夜間検査を第５金曜日に

実施 

    中央区保健福祉センターでは毎週火・水・木曜日実施、即日検査を毎月第１金

曜日に実施 

    淀川区保健福祉センターでは毎週月・火曜日実施 

 

イ  ＮＰＯ法人「スマートらいふネット」と連携し、中央区の２１心斎橋ビルで実

施(大阪府と共同実施) 

火曜日夜間常設検査(７４２件) 

 木曜日夜間常設即日検査(２，０６３件) 

  土曜日常設即日検査(２，１４６件) 

  日曜日常設即日検査(１，９３８件) 

 

ウ 個別施策層（ＭＳＭ）への検査（１１９件） 

「ＭＡＳＨ大阪」と連携し、北区のコミュニティーセンター「ｄｉｓｔａ」で実施 

 

エ イベント検査等 

令和６年度は西成区役所にて 12 月 13 日に実施（１３件） 

 

オ 各区保健福祉センター・保健所における相談(１，００１件) 

※令和６年度より国への報告方法に準じて集計方法を変更した 

 

カ カウンセラーによる相談(４７件) 

うち、北・中央区保健福祉センターで実施(３８件) 

うち、大阪市立総合医療センターなどで実施(０件) 

うち、ＨＩＶ検査結果陽性者への結果通知時に実施（９件） 

 

キ 外国人に対する多言語による電話相談(大阪府と共同実施１３１件) 

 

ク 国際交流センターにおける外国人ＨＩＶ・性感染症相談(０件) 

 

（３） ＨＩＶ陽性者の生活支援のための保健・福祉・医療の連携強化 

 

ア 大阪市立総合医療センターとの情報交換や事例検討会の実施 

（大阪市立総合医療センター主催の定期カンファレンスに参加：８回） 
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イ ブロック拠点病院、大阪府、府内保健所設置市と患者の在宅支援に向けた意見交

換会に参加 

ウ 関西地区ＨＩＶ医療者とＮＧＯ／ＮＰＯ活動交流会に参加した。 

 

エ 医療及び福祉関係者への研修の実施 

（介護保険所宅支援事業向け ３回：１２８人、障がい福祉居宅支援事業者  

２回：６７人） 

オ 医療機関向け講習会の実施 

（アンケート回収数 医師・薬剤師・看護師・その他：１５７人） 

動画視聴型研修： 令和７年２月１５日～３月１５日 

 

大阪市におけるＨＩＶ感染の状況について(令和６年) 

 

① HIV 感染者・エイズ患者の年次推移＜累計＞ 

 
 

② 新規 HIV 感染者・新規エイズ患者報告数（単年）の年次推移 
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③ 年齢区分数（累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 年齢区分（令和６年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 国籍・性別（HIV 感染者・エイズ患者） 
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⑥ 感染経路別（HIV 感染者・エイズ患者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 感染地域別（HIV 感染者・エイズ患者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 献血推進事業 
 

「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」に基づき、献血推進のため各区保

健福祉センター等と連携し、献血の意義・重要性について普及･啓発し、１人でも多くの

献血者を確保することを目的として啓発物品の作成・配布や啓発ポスターの掲示等による

献血協力の呼びかけ、献血車の配車など各種事業を行っている。 

 

５ 各種バンク事業 
 

「臓器の移植に関する法律」に基づく臓器提供意思表示カードの普及を図るとともに、

従来から実施されているアイバンクや腎臓バンク、骨髄等バンクにおけるドナーの確保の

ため、普及啓発を行っている。 

また骨髄等提供者（ドナー）の休業による経済的な不安の解消のため、令和３年度から

骨髄等提供者（ドナー）に対する助成制度を実施している。 

（申請件数 令和４年度：１８件、令和５年度：２７件、令和６年：２０件） 
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第２節 結核対策事業 
 

本市では、平成１３年に策定した「大阪市結核対策基本指針」及び平成２３年に策定し

た「第２次結核対策基本指針」に基づき結核対策に関する事業を推進してきた。その結

果、本市の結核罹患率は平成１０年の１０４．２から平成２１年には４９．６へと半減

し、平成３０年には２９．３まで減少した。しかしながら、本市の結核罹患率は全国平均

と比べると約２．１倍と非常に高く、政令指定都市でワースト１という状況である。 

こうした現状を踏まえ、本市の結核事情のさらなる改善に向けた取り組みとして、令和

３年度以降の具体的施策、目標などを定めた「第３次大阪市結核対策基本指針」を策定

し、各種結核対策事業を実施している。 

※「第３次大阪市結核対策基本指針」における大目標 

令和７年までに本市の結核罹患率を１８以下にする。（平成３０年：２９．３) 

 

（１） 結核健診及び予防接種 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく健康診断、

ＩＧＲＡ検査、ツベルクリン反応検査を各区保健福祉センター及び委託医療機関等

で、予防接種法に基づく結核予防接種（ＢＣＧ）を委託医療機関で実施することによ

り、疾病の早期発見、結核の感染の防止に努めている。 

 

ア 結核定期健康診断実施数  

デジタル撮影            ９，１３７人 

精密検査                    ３１１人 

  

イ 結核定期予防接種実施数 

ＢＣＧ予防接種            １７，５５９人 

 

ウ 結核接触者健康診断実施数 

ＩＧＲＡ検査                 １，４０３人 

ツベルクリン反応検査            ４１人 

精密検査                      ８８６人 

大阪市では、感染源追求と二次感染防止を目的として、接触者健診を１保健所２４

区保健福祉センターの体制で行っている。結核蔓延地域である大阪市にとって接触者

健診は重要である。 

平成２０年度からは、感染診断の精度を向上させるためＱＦＴ検査(血液検査)を導

入した。 

また、高齢者施設等の接触者健診検討依頼件数が増加しており、事業所等における

集団感染事例においても毎年発生している状況である。このことから、迅速な情報の

収集、分析が必要であるため、保健所が窓口となり、各区保健福祉センターと連携を

とりながら検討を行い、統一的な健診を実施している。 

また、リスクグループ等への対応として、「第３次大阪市結核対策基本指針」に基

づき、日本語学校等において検診車を用いて健診を実施し、結核患者の早期発見、早

期治療に努めている。 
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大阪市保健所が関わった接触者集団健診受付件数実件数 

（令和６年度） 

 

 
 

（２）結核罹患率・登録者数 

 

大阪市では令和６年新登録患者数は４８７人で、結核罹患率は人口１０万人に対し

て１７．４と非常に高い状況である。  

また、令和６年末現在の結核登録者数は１，０７１人である。 

 

新登録患者数・罹患率  (人口１０万対)年次別推移 

 

 
大 阪 市 あ い り ん 全  国 

新登録患者数 罹患率 
新登録 

患者数 
罹患率 新登録患者数 罹患率 

１９７６ (Ｓ５１) ５，４８４ １９９．４   ９７，９２４ ８６．６ 

１９７７ (Ｓ５２) ４，８２６ １７７．２   ８９，２４５ ７８．２ 

１９７８ (Ｓ５３) ４，２０１ １５５．６   ８０，６２９ ７０．０ 

１９７９ (Ｓ５４) ４，０２１ １４９．９   ７６，４５５ ６５．８ 

１９８０ (Ｓ５５) ３，７２８ １４０．８   ７０，９１６ ６０．７ 

１９８１ (Ｓ５６) ３，２７８ １２４．４   ６５，８６７ ５５．９ 

１９８２ (Ｓ５７) ３，１０２ １１８．３   ６３，９４０ ５３．９ 

１９８３ (Ｓ５８) ２，９５２ １１２．５   ６２，０２１ ５１．９ 

１９８４ (Ｓ５９) ２，９６９ １１２．８   ６１，５２１ ５１．２ 

１９８５ (Ｓ６０) ２，８６０ １０８．０   ５８，５６７ ４８．４ 

１９８６ (Ｓ６１) ２，８６２ １０８．３   ５６，６９０ ４６．４ 

１９８７ (Ｓ６２) ３，０２９ １１４．３ ４７０ １２３６．８ ５６，４９６ ４６．２ 

１９８８ (Ｓ６３) ２，８１５ １０６．４ ４６０ １５３３．３ ５４，３５７ ４４．３ 

１９８９ (Ｈ１) ２，８８０ １０９．３ ４５６ １５２０．０ ５３，１１２ ４３．１ 

１９９０ (Ｈ２) ２，７７３ １０５．７ ４７２ １５７３．３ ５１，８２１ ４１．９ 

１９９１ (Ｈ３) ２，８７１ １０９．９ ５１４ １７１３．３ ５０，６１２ ４０．８ 

１９９２ (Ｈ４) ２，８６４ １１０．０ ５８１ １９３６．７ ４８，９５６ ３９．３ 

１９９３ (Ｈ５) ２，９０２ １１２．１ ５４９ １８３０．０ ４７，４３７ ３８．０ 

１９９４ (Ｈ６) ２，５９５ １００．８ ４９８ １６６０．０ ４４，５９０ ３５．７ 

１９９５ (Ｈ７) ２，５８３ ９９．３ ５００ １６６０．７ ４３，０７８ ３４．３ 

１９９６ (Ｈ８) ２，６８０ １０３．１ ５７０ １９００．０ ４２，４７２ ３３．７ 

１９９７ (Ｈ９) ２，６９５ １０３．８ ４７２ １５７３．３ ４２，７１５ ３３．９ 

１９９８ (Ｈ１０) ２，７６９ １０６．７ ５８０ １９３３．３ ４４，０１６ ３４．８ 

１９９９ (Ｈ１１) ２，９３８ １１３．３ ４９２ １６４０．０ ４８，４３０ ３８．２ 

２０００ (Ｈ１２) ２，６６６ １０２．６ ４２３ １４１０．０ ４４，３７９ ３５．０ 

※１９９８ (Ｈ１０) ２，７０５ １０４．２ ５７７ １９２３．３ ４１，０３３ ３２．４ 

※１９９９ (Ｈ１１) ２，７９２ １０７．７ ４９１ １６３６．７ ４３，８１８ ３４．６ 

※２０００ (Ｈ１２) ２，４６８ ９５．０ ４２０ １４００．０ ３９，３８４ ３１．０ 

その他 計
の依頼 等 学校

小中

機関

0

高大 専門学校・ 高齢者 医療

健診依頼元 対象集団区分

市内
他から

事業所
保育所

学校 予備校 施設等

3250 1 2 95 160 4286 50 63
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※２００１ (Ｈ１３) ２，１５５ ８２．６ ３３６ １１２０．０ ３５，４８９ ２７．９ 

※２００２ (Ｈ１４) １，９４９ ７４．４ ２８７ ９５７．７ ３２，８２８ ２５．８ 

※２００３ (Ｈ１５) １，７８９ ６８．１ ２６１ ８７０．０ ３１，６３８ ２４．８ 

※２００４ (Ｈ１６) １，６２５ ６１．７ ２２５ ７５０．０ ２９，７３６ ２３．３ 

※２００５ (Ｈ１７) １，５４５ ５８．８ ２０４ ６８０．０ ２８，３１９ ２２．２ 

※２００６ (Ｈ１８) １，５０１ ５７．０ ２０３ ６７６．７ ２６，３８４ ２０．６ 

※２００７ (Ｈ１９) １，３９９ ５２．９ １８８ ６２６．７ ２５，３１１ １９．８ 

※２００８ (Ｈ２０) １，３４３ ５０．６ １８７ ６２３．３ ２４，７６０ １９．４ 

※２００９ (Ｈ２１) １，３２１ ４９．６ １６５ ５６５．１ ２４，１７０ １９．０ 

※２０１０ (Ｈ２２) １，２６５ ４７．４ １５５ ６００．８ ２３，２６１ １８．２ 

※２０１１ (Ｈ２３) １，１０９ ４１．５ １２８ ４９６．１ ２２，６８１ １７．７ 

※２０１２ (Ｈ２４) １，１４２ ４２．７ ９５ ３６８．２ ２１，２８３ １６．７ 

※２０１３ (Ｈ２５) １，０５８ ３９．４ １１３ ４３８．０ ２０，４９５ １６．１ 

※２０１４ (Ｈ２６) ９８８ ３６．８ ９９ ３８３．７ １９，６１５ １５．４ 

※２０１５ (Ｈ２７) ９２５ ３４．４ ９６ ４４６．５ １８，２８０ １４．４ 

※２０１６ (Ｈ２８) ８８７ ３２．８ ７６ ３５３．５ １７，６２５ １３．９ 

※２０１７ (Ｈ２９) ８８０ ３２．４ ８８ ４０９．３ １６，７８９ １３．３ 

※２０１８ (Ｈ３０) ７９８ ２９．３ ６４ ２９７．７ １５，５９０ １２．３ 

※２０１９ (Ｒ１) ７０１ ２５．６ ４２ １９５．３ １４，４６０ １１．５ 

※２０２０ (Ｒ２) ５７８ ２１．０ ４８ ２３７．６ １２，７３９ １０．１ 

※２０２１ (Ｒ３) ５１２ １８．６ ３８ １８８．１ １１，５１９ ９．２ 

※２０２２（Ｒ４） ４８０ １７．４ ２４ １１８．８ １０，２３５ ８．２ 

※２０２３（Ｒ５） ５０８ １８．３ ３０ １４８．５ １０，０９６ ８．１ 

※２０２４（Ｒ６） ４８７ １７．４ ３０ １４８．５ １０，０５１ ８．１ 

※非結核性抗酸菌陽性を含まない数    

※あいりん結核罹患率の算出にかかる人口は、２００８（Ｈ２０）以前はおよ

そ３万人、２００９（Ｈ２１）は２９，２００人、２０１０（Ｈ２２）－２

０１４（Ｈ２６）は２５，８００人、２０１５（Ｈ２７）－２０１９（Ｒ

１）は２１，５００人、２０２０（Ｒ２）以降は２０，２００人とする。 

 

（３）感染症診査協議会(結核部会) 

就業制限による通知、入院勧告、入院期間の延長並びに公費負担申請に基づく費用

の負担に関して必要な事項を審議すること等を目的として毎週１回開催している。 

 

ア 感染症診査協議会(結核部会) 委員数    ６名  

イ 感染症診査協議会(結核部会)  開催回数  ４８回 

ウ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３７条申請件数

（継続含む）６６４件 

エ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第３７条の２申請件

数    １，０９３件 

オ 勧告・措置入院患者数 

 

 
 

  

年度当初
患者数

勧告・措置入院
患者数

解除
患者数

年度末
患者数

勧告・措置入院 79 263 180 83
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カ 一般患者医療費公費負担状況 

 
健康保険 国民 

健康保険 
生活保護 

後期高齢者 

医療 
その他 合計 

別掲 

継続申請 

別掲 
薬剤変更等

の再申請 本人 家族 

申 請 １７０ ４７ １９４ １２８ ２３２ １３ ７８４ ２７３ ６５ 

合 格 １６９ ４７ １９４ １２８ ２３１ １３ ７８２ ２７２ ６５ 

承 認 １６９ ４７ １９４ １２８ ２３１ １３ ７８２ ２７２ ６５ 

承認率 ９９．4％ １００％ １００％ １００％ ９９．5％ １００％ ９９．７％ ９９．5％ １００％ 

 

 

（４）結核発生動向調査事業 

結核に関する有効かつ的確な予防対策の確立に資することを目的に、毎月各区保健

福祉センターから結核登録者情報システムにより入力された情報を収集、解析、還元

している。この情報の一部は厚生労働省に送られ、結核対策の基礎データとなってい

る。 

また、結核発生動向情報の解析評価と事業の有効かつ適切なシステムの検討を行う

ため、年９回※（４月・８月・１２月を除く）結核解析評価検討会を開催している。 

※令和４年度は９月・１０月・１月・３月の年４回開催（新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため） 

（５）結核定期病状調査事業 

結核の再発や二次感染の防止及び患者の病状を把握するため医療機関に病状調査を

委託実施している。 

 

（６）リスクグループ健診 

高齢者、外国人、ホームレスなど、発病の危険性が高いリスクグループが多く集ま

る施設等にデジタルエックス線画像装置搭載の結核検診車を配置し、結核健診を実施

している。また、健診の実施等に合わせて、結核の知識の普及啓発を実施している。 

  高齢者対策   ・・・各区老人福祉センター 

  外国人対策   ・・・日本語学校 

  ホームレス対策 ・・・あいりん地域（平成２５年度から西成区へ事業移管） 

 

健診の実績（あいりん地区健診除く） 

受診者数 5,905

結核患者数 20

令和６年度

11 8

令和４年度 令和５年度

5,633 5,615

 
 

（７）結核・呼吸器感染症予防週間事業 

毎年９月の結核・呼吸器感染症予防週間の時期にあわせて、市民向けに結核につい

ての知識の啓発と健診の受診勧奨等を行っている。 
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（８）結核指定医療機関講習会 

毎年結核指定医療機関の医師等を対象に迅速な対応と的確な診断かつ適正医療の普

及を目的として、講習会を開催している。 

    

令和元年度：３回実施  延べ １４１名参加 

令和４年度：オンライン（オンデマンド配信）による実施 約２２０名参加  

令和５年度：オンライン（オンデマンド配信）による実施 約１９０名参加 

令和６年度：オンライン（オンデマンド配信）による実施 約１６０名参加 

※令和２年度、３年度は中止（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため） 

 

（９）行旅結核患者管理 

大阪市では、結核患者のうち行旅患者の占める割合が高いことから、平成１２年か

ら大阪市保健所と西成区保健福祉センターの保健師が連携して病院・施設訪問を強

化、平成１５年度からは行旅結核患者管理を保健所に一元化した。 

平成２５年度からは西成区特区構想による結核対策に基づき、西成区の行旅結核患

者については西成区保健福祉センターが行い、西成区以外の行旅結核患者は大阪市保

健所が管理している。引き続き大阪市保健所と西成区保健福祉センターの保健師が連

携し、確実な治療終了に向け、月 1回以上の病院・施設等の訪問に取り組んでいる。 

 

令和６年度   行旅患者訪問件数（西成区行旅除く大阪市保健所実施分） 

実人員       ６名 

延人員     ２４名 

 

（１０）研修事業 

人材育成対策として結核対策従事者研修を実施している。令和５年度結核研修の内

容と受講者は次のとおりである。 

実施日 講演テーマ

出　席　者

医師 保健師 薬剤師 検査員

R6.3.1～
R6.3.22

結核の基礎知識
結核医療費公費負担申請について

4 29 4 16 1 64

放射線
技師

事務
職員

その他 合計

5 5
 

※令和６年度は未実施 

 

 

（１１）大阪市ＤＯＴＳ事業(服薬支援事業) 

ＤＯＴＳとは、Ｄｉｒｅｃｔｌｙ Ｏｂｓｅｒｖｅｄ Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ Ｓｈｏ

ｒｔ Ｃｏｕｒｓｅの頭文字を略したもので、服薬を直接確認することによって、確

実に短期間で治療を終了させる治療方法である。結核菌の耐性化や再発を防ぎ、確実

に薬を飲み続けられるよう保健所が支援することが、感染症法に定められている。 

大阪市では、患者の個々の生活に合ったＤＯＴＳ方法を選べるよう、あいりんＤＯ

ＴＳやふれあいＤＯＴＳを委託実施している。 

その他に、保健師や医療・介護福祉・学校・職場関係者等による地域ＤＯＴＳも実

施している。 
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ア あいりんＤＯＴＳ事業 

あいりん地域を主たる生活の場とする結核患者に対して、平成１１年９月から、

毎週月～金曜日 (祝日は除く) 

社会医療センター（平成２４年１２月からは大阪自彊館）に来所しＤＯＴＳ担当

看護師の目の前で服薬確認を行う「拠点型ＤＯＴＳ」、平成１８年４月から、患者

の指定する場所に服薬支援者が訪問し、目の前で服薬確認を行う「訪問型ＤＯＴ

Ｓ」を実施している。 

※平成２５年度から西成特区構想に基づく結核対策の一環として、西成区保健福祉セ

ンターに事業を移管している。 

 

イ 大阪市版(ふれあい)ＤＯＴＳ事業 

喀痰塗抹陽性肺結核患者等を対象に、平成１３年３月から、服薬支援者が自宅等

を訪問して週１回以上服薬確認する「訪問型ＤＯＴＳ」、平成１６年６月から、か

かりつけ医で週１回以上服薬を確認する「医療機関型ＤＯＴＳ」、平成１８年４月

から、薬局で週１回以上服薬を確認する「薬局型ＤＯＴＳ｣を実施している。平成

２５年４月からは、対象者を全結核患者に拡大し、実施している。 

 

ふれあいＤＯＴＳ実施者数（人） 

 令和７年３月末日現在 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

１５０ １３５ １３２ １１６ １０３ 

 

 

令和６年度ＤＯＴＳカンファレンス及び看護連携会議実施状況 

 

医療機関名 

実施    

回数 

対 象 者 数 

実 

  

延 (再掲) 

行旅 

(再掲) 

喀痰塗 

抹陽性 

大阪はびきの医療センター ２１ ５６ ０ ３９ ６０ 

近畿中央呼吸器センター ２１ ４６ ０ ３９ ６１ 

大阪複十字病院 １２ ３０ ０ １５ ３８ 

阪奈病院 １２ ７６ ３ ７３ ７８ 

谷向病院 ７ １０ ０ ８ １０ 

大阪市立十三市民病院 ２０ ４３ １ ４３ ４６ 

兵庫中央病院 １ １ ０ １ １ 

合    計 ９４ ２６２ ４ ２１８ ２９４ 

※１令和５年度より相談や報告事例も含む 

※２あいりん事例をふくむ 

 


